
農林水産分野における今後の地球温暖化
対策について 
 ～農山漁村における再生可能エネルギーの
導入促進～ 
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中央環境審議会地球環境部会2020年以降の地球温暖化対策検討小委員会 
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農林水産分野の温室効果ガス排出の現状 

・施設園芸における先進的
な加温システムの導入 

・漁船の省エネルギー対策 
・施肥低減や堆肥施用へ
の転換促進 

・再生可能エネルギー（太
陽光、小水力等）の導入
促進  等 

 

 
・地球温暖化の影響評
価についての調査・研
究を推進 

・高温耐性品種、高温
下での生産安定技術
や対策技術等の開
発・普及 

 

Ⅰ排出削減対策             Ⅴ 適応策          

 
・途上国における森

林減少・劣化対策に

係る技術開発、人材

育成 

Ⅳ 国際協力  

農林水産分野における対策を総合的に推進し、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業を実現 

Ⅱ森林吸収源対策    

○ 地球温暖化の進行が我が国の農林水産業へ深刻な影響を与えることが懸念されている。このため、農林水産分野に
おける地球温暖化対策として、温室効果ガス排出削減、森林等吸収源対策、国際協力、適応技術の開発等を総合的に
推進。 

・間伐や造林など森林の適切な整備 
・保安林等の適切な管理・保全等の
推進 

・木材及び木質バイオマス利用の推
進 

・国民参加の森林づくり等の推進 
・成長に優れた種苗の普及等の対
策を推進 

 

 
・堆肥や緑肥等の施用に
よる農地や草地におけ
る炭素貯留の促進 

 
 

農林水産分野における温室効果ガス排出の状況及び地球温暖化対策・施策の概要 

我が国の温室効果ガス排出量 

 ○農林水産分野
からの排出量
は、我が国全体
の2.6％である
が、そのうち、 メ
タン・一酸化二
窒素といった二
酸化炭素以外
の温室効果ガス
が67％を占め
る。 

  

2012年度総排出量 
13億4,300万t-CO2 

（確定値） 

農林水産業で発
生する-CO2 

1,160万t-CO2
（0.9％） 

農業で発生するN2O 
987万CO2（0.7％） 

農業で発生するCH4 
1,404万t-CO2（1.0％） 

その他分野で発
生する温室効果

ガス 
（97.4%） 

計2.6% 

Ⅲ 農地土壌炭素吸
収源対策         
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 農山漁村における再生可能エネルギー導入促進 

 ○ 国土の大宗を占める農山漁村は、森林資源等のバイオマス、水、土地などの資源が豊富に存在し、再生可能エネ 
ルギー利用の面で高いポテンシャルを秘めている。農林漁業との両立を図りながら、これらを再生可能エネルギーの生
産に活用し、その利益を地域に還元していく取組を地域主導で進めることにより農山漁村を活性化していくことが重要。 

○ 再生可能エネルギーの導入は、化石燃料の使用量の減少につながり、温室効果ガスの排出削減にも寄与。 

 我が国の農山漁村に再生可能エネルギーを導入するに当
たっては、以下の3つの課題に対し、適切な措置を講じる必要 

①地域への利益還元 
②土地等の利用調整（特に農林漁業上の利用） 
③地域の合意形成や気運醸成 

主な課題 

・地域の主体による再生可能エネルギー発電の利益の地域
への還元 
・地域の未利用資源を積極的に活用した再生可能エネル
ギーの促進 
・農林漁業上の利用との適正な調整を可能とするルールの 
明確化 
・再生可能エネルギーの「地産地消」の推進 
・協議会等の場を活用し、発電事業者や農林漁業者も交えた
合意形成の推進 

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー
の取組の拡大・深化へ 

目指す姿 

対応の方向性 

○国土構成 

○農山漁村における再エネ発電のポテンシャル 

※  どの程度の再生可能エネルギー発電が導入されるかは、それぞれの地域の資源の賦存状況を踏まえ
た発電事業者の判断等によるものであり、上記全てが再生可能エネルギー発電に活用されるわけでは
ない。 

 

 ・再生利用困難な荒廃農地の面積：12.5万ha 
       仮に単純に全てに太陽光発電設備を整備した場合 
   ・年間発電量：854億kWh 

◆太陽光発電 

◆農業用水利施設による小水力 

 ・年間発電量：8.9億kWh 
 （未開発の包蔵水力エネルギー及び開発済みの中小水力発電量から試算） 
 ◆木質バイオマス発電 

 ・未利用間伐材等の年間発生量：2,000万ｍ３ 

       仮に全て木質バイオマス発電に活用した場合 
 ・年間発電量：70億kWh 

日本の国土：3,779万ha 

森林 
2,506万ha 

66.3％ 

農地 
456万ha 
12.1％ 

宅 
地 

190 

万 
ha 
5.0% 

その他 
356 
万ha 
9.4％ 

洋 
 

上 

河 
川 
水 
路 

134 
万 
ha 

3.5% 

道 
路 

136 

万 
ha 
3.6％ 

（資料）国土交通省「平成24年度土地に関する動向」 

農山漁村における再生可能エネルギー資源の賦存 

資源の賦存状況や国土保全等の
観点も踏まえ、木質バイオマス
発電や地熱発電等を実施。 

食料供給等の機能に支障を来さ
ないよう留意しつつ、太陽光発
電や陸上風力発電等を実施。 

地理的条件に応じ
て、水力発電や小水
力発電を実施。 

＜主要課題＞ 

2 



 農山漁村の再生可能エネルギー導入を促進するための措置 
【農山漁村再生可能エネルギー法の概要】 

  
○ 食料供給や国土保全等の農山漁村が有する重要な機能の発揮に支障を来すことのないよう、農林地等の利用調
整を適切に行うとともに、再生可能エネルギーの導入と併せて地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を促進
することが重要。 

 ○  このような取組を進める枠組を構築する「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の
発電の促進に関する法律」（農山漁村再生可能エネルギー法）が平成25年11月に成立。平成26年5月1日に施行。  

 

１．基本理念 

２．農林漁業の健全な発展と調和のとれた再エネ発電の促進に関する計画制度 

協議会 

市町村 

設備整備者 

農林漁業者・団体 

・再エネの導入による地
域の活性化 

・農林漁業の健全な発展
に資する取組 

・農林漁業との土地利用
の調整 

等について協議 

国・都道府県 

・農林漁業との調和 
・農林地等の適切な利用

調整 

基本方針 
（国） 

等の方針 

基本計画 
（市町村） 

・発電設備の整備の内容 
・農林漁業の健全な発展

に資する取組 
・これらに必要な資金の

額及び調達の方法 

設備整備計画 
（設備整備者） 

・農林漁業と調和した再エネ発電による 
 農山漁村の活性化に関する方針 
・再エネ発電設備の整備を促進する区域 
・農林地の効率的利用の確保 
・農林漁業の健全な発展に資する取組 等 

（各個別法の本来の許可権者が
各個別法の許可基準で判断） 

地域住民、 
学識経験者等 

農地法、酪肉振興法、
森林法、漁港漁場整備
法、海岸法、自然公園 
法及び温泉法 

 
 
 

(1) 農地法、酪肉振興法、森林法、漁 
 港漁場整備法、海岸法、自然公園法  
 及び温泉法の許可又は届出の手続の  
 ワンストップ化（認定により許可が  
 あったものとみなす等）。 

 
 
 

３．認定を受けた設備整備 
 計画に係る特例措置 

(2)  再エネ発電設備の円滑な整備と農 
 地の集約化等を併せて図るために行  
 う、市町村による所有権移転等促進 
 事業（計画の作成・公告による農林  
 地等の権利移転の一括処理）。 

 
①  国・都道府県による市町村に対

する情報提供、助言その他の援助 
②  計画作成市町村による認定設備

整備者に対する指導・助言 

４．その他 

① 農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進は、地域の関係者の相互の密接な連携の下に、地域の活力向上及び持続的
発展を図ることを旨として行われなければならない。 

② 地域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保を図るため、これらの農林漁業上の利用と再生
可能エネルギー電気の発電のための利用との調整が適正に行われなければならない。 

この法律や予算措置等の活用により、2018年度において、再エネ発電を活用して地域の農林漁業の発展を図る取組を現に行っている
地区を全国100地区以上、この取組を行う検討に着手している地区が全国200地区以上存在していることを目指す 

◆目指す姿：再生可能エネルギーの活用による農山漁村の活性化 
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 農山漁村の再生可能エネルギー導入を促進するための措置 

・ 農林漁業者やその組織する団体が主導する再生可能エネルギー発
電事業の構想立案から運転開始に至るまでの一連の取組を支援。 

 

・ 再生可能エネルギーを活用して農山漁村の活性化に取り組もうと
する事業者が、相互に課題の克服方法等の情報を共有できるプラッ
トフォームの構築を支援。 

再生可能エネルギーの導入による農山漁村の活性化 

○ 農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業 
 （平成27年度概算決定額） 【201百万円】 

・ 農林漁業者自らが発電した電気を、新電力に売りつつ、農業施設等で自家利用する
ことで、農林漁業者の電力コスト低減や収入増につなげる取組を構築するためのデー
タ収集、課題克服手法の検討を支援。 

○ 農山漁村活性化再生可能エネルギー新課題対応調査委託事業 
 （平成27年度概算決定額） 【11百万円】 

予算措置による支援一覧 （平成26年度補正～平成27年度概算決定） 

○ 小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 
 （平成26年度補正）    【100百万円】 
 （平成27年度概算決定額） 【830百万円】 

農業水利施設を活用した小水力等発電の導入 

・ 小水力等発電施設の整備に係る適地選定、概略設計、各種法令に
基づく協議等の取組を支援。 

○ 次世代施設園芸導入加速化支援事業 
 （平成26年度補正）    【4,000百万円】 
 （平成27年度概算決定額） 【2,008百万円】 

次世代施設園芸拠点の整備 

・ 先端技術と強固な販売力を融合させ、生産から調製・出荷までを一気通貫して行
うとともに、地域資源を活用したエネルギーの供給を行う次世代施設園芸拠点の整
備を支援。 

○ 地域バイオマス産業化推進事業 
 （平成27年度概算決定額） 【751百万円】 

バイオマス産業を軸としたまちづくり・むらづくり 

・ 地域のバイオマスを活用した産業化を推進し、環境にやさしく災
害に強いまち・むらづくりを目指すバイオマス産業都市の構築を支
援。 

 

・ ７府省 が共同で地域を選定し連携支援。 
  ※内閣府・総務省・文科省・農水省・経産省・国交省・環境省 

木質バイオマスの利用拡大 

・ 木質バイオマスの供給・利用を促進するための木質ペレット等の木質燃料製造施
設や熱供給用木質バイオマスボイラー等の整備を支援。 

○ 森林・林業再生基盤づくり交付金のうち木質バイオマス利用促進施設の整備 
 （平成27年度概算決定額）【2,700百万円の内数】 

・ 地域密着型の小規模発電や熱利用など木質バイオマスのエネルギー利用等の促進
に向け、サポート体制の構築及び技術開発等を支援。 

○ 新たな木材需要創出総合プロジェクトのうち木質バイオマスの利用拡大 
 （平成27年度概算決定額） 【1,689百万円の内数】 

・ 未利用間伐材等の収集・運搬機材、木質チップ・ペレットの製造施設等の整備
を支援するほか、木質バイオマス発電施設本体に対する資金融通等により支援。 

○ 森林整備加速化・林業再生対策 
 （平成26年度補正）【54,630百万円の内数】 

地域資源を活用した再生可能エネルギー等の 
利活用技術の開発 

・ 地域バイオマス資源を活用したバイオ燃料等の製造技術の開発、
施設園芸における熱エネルギーの効率的利用技術の開発を実施。 

○ 技術でつなぐバリューチェーン構築のための研究開発 
 （平成27年度概算決定額）【1,915百万円のうち339百万円】 
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